
令和4年 5月 13日

南魚沼市  環境交通課

南魚 )召市  農林課

JAみなみ魚 )召 営農指導課

しおざわ基幹センター

有害鳥獣(カラス・アオサギ・ダイサギ)の捕獲実施について

有害鳥獣による農作物被害防止のため、標記対象鳥獣の捕獲を下記により実施いた

します。

安全には万全を期して行いますので、皆様のご理解をお願い申し上げます。

また、捕獲実施期間中は農作業等、十分注意していただきますよう、お願いいたし

ます。

記

1 実施区域

・塩沢地域全1或 (塩沢地区 0中 之島地区・石打地区・ 上田地区)

2 実施期間及び実施時間帯

・ 5月 15日 (日 )～ 7月 17日 (日) 約 2か月間

。日の出から日没まで

※特に日曜日の朝 6時～ 7時に重点的 |こ実施 します。

3 実施団体

・南魚 )召市鳥獣被害対策実施隊 (=猟反会)

4 その他

・住宅地や民家の近くなど、捕獲ができない区域があります。

・捕獲を依頼されても、対応できない場合がありますのでご了承下さい。

●問合せ先 南魚沼市役所 環境交通課 電話 773-6666

農 区 回 覧


